
水技 第 56号 

令和６年５月 23日 

関係業界団体 各位  

福岡市水道事業管理者    

（水道局計画部技術管理課） 

 

 
土木工事（管１、管２含む）における週休２日工事実施要領の改定について

（通知） 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より、本市水道事業の推進にご協力いただき、感謝いたします。 

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となってお

り、建設現場における労働環境の改善が求められております。 

そのため、福岡市では、労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに建設業界の週休２日推進に向

けた取り組みとして、公共工事における週休２日工事を実施しているところです。 

本通知は、週休２日工事の実施要領の一部改定を行いましたので、下記のとおり通知するものです。 

つきましては、貴団体会員企業への周知をよろしくお願いします。  

 

記  

 

１．適用年月日 

令和６年５月１日以降、起工する工事（契約は、令和６年６月１日以降となります。） 

なお、令和６年４月１日以降に起工した工事においても、対応可能なものは本要領を適用可能と 

する。 

 

２．主な改定内容  

・「休日取得計画書」の廃止 

・施工計画書に、週休２日を実施する旨、休日を取得する曜日、※週休２日の取得状況を確認する

ために提出する資料を記載する。 ※「実施報告書」もしくは、週間工程表など 

 

３．改定資料 

・01_ 【改定版】福岡市土木工事における週休２日工事実施要領（R6.5.1版） 

・02_ 【朱書き】福岡市土木工事における週休２日工事実施要領（R6.5.1版） 

・03_実施報告書（R6.5.1 版） 

 

４．掲載場所 

〇技監の広場：技監の広場／業種別資料／土木工事／働き方改革／週休２日工事 

〇福岡市ＨＰ：創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 

公共工事の技術情報 ＞ 週休２日工事 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukeikaku/business/doboku-

kijunrui/shuukyuu2kakouji.html 

 
【担当部署】 
福岡市 水道局 計画部 技術管理課 

  TEL：092-483-3199  


